
 

産業技術短期大学校職業能力開発推進協議会規約 

 

（名  称） 

第１条  この会は、産業技術短期大学校職業能力開発推進協議会（以下「協議会」という。）という。 

 

（目  的） 

第２条  この協議会は、県立産業技術短期大学校（以下「短大校」という。）が実施する職業能力の開発、向上等につ

いて、広く協議し県内産業の振興に寄与するため、社会情勢に即した職業能力開発の円滑な実施と推進に資

することを目的とする。 

 

（事  業） 

第３条 この協議会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

(1) 職業能力の開発、向上等に関する助言 

(2) 職業能力の開発、向上等に関する調査研究及び開発 

(3) その他目的を達成するために必要な事項 

 

（入会及び退会） 

第４条 この協議会の会員は、協議会の目的に賛同して入会した事業所又は団体をもって構成する。 

２  協議会の会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、その承認を得なければならない。 

３  会員は、退会しようとするときは、その旨を会長に届け出なければならない。 

 

（役員の種類） 

第５条 この協議会に、次の役員を置く。 

  (1)  会長      １人 

  (2)  副会長    ３人 

  (3)  理事      （会長、副会長を含む） ２２人以内 

  (4)  監事      ２人 

 

（役員の選任） 

第６条   会長及び副会長は、理事の互選により定める。 

２  理事及び監事は、総会において選任する。 

 

（役員の職務） 

第７条   会長は、この協議会を代表し、その業務を統括する。 

２  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは副会長から選任された者がその職務を代理する。 

３  理事は、理事会を組織し、会務を処理する。 

４  監事は、会計監査を行う。 

 

（役員の任期） 

第８条 役員の任期は２年とする。ただし、再任されることができる。 

２  役員が、異動等によりその職を辞したときは、後任者の任期は前任者の残任期間とする。 

 

（顧問及び参与） 

第９条 この協議会に顧問及び参与を置くことができる。 

２  顧問及び参与は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。 

 

（会  議） 

第１０条 会議は、総会及び理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。 

２  通常総会は、毎事業年度終了後おおむね２箇月以内に、臨時総会は、理事会が必要と認めたときに会長が召集す

る。 

 

（総会の議決事項） 

第１１条   総会は、次に掲げる事項を決議する。 

(1)  事業計画及び事業報告の承認に関すること。 



(2)  予算及び決算の承認に関すること。 

(3)  規約の変更に関すること。 

(4)  解散及び残有財産の処分に関すること。 

(5)  その他協議会の運営に関する重要事項。 

 

（総会の議長） 

第１２条  総会の議長は、会長がこれに当たる。 

 

（総会の議決） 

第１３条 総会の議事は、出席した会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

 

（理事会） 

第１４条 理事会は、会長が必要に応じて召集し、理事の過半数の出席をもって成立する。 

２  理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成し、その議長には会長がこれに当たる。 

３  理事会の議決は、出席した理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

 

（理事会の議決事項） 

第１５条 理事会は、次の事項を議決する。 

(1) 総会に付議すべき事項 

(2) その他協議会の運営に必要な事項 

 

（小委員会及び専門部会） 

第１６条  会長は、第３条の事業を推進するため、小委員会及び専門部会を置くことができる。 

２  小委員会及び専門部会の構成員は、会長が理事会に諮り委嘱する。 

３  小委員会及び専門部会の運営については、会長が別に定める。 

 

（会  計） 

第１７条  協議会の経費は、次に掲げるものをもって構成する。 

(1) 会費 

(2) 寄附金 

(3) その他の収入 

２  会費の額は、年額 １０，０００円とする。 

３  会費は、毎年度所定の納期までに納入しなければならない。 

４  この協議会の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

（事務局） 

第１８条  この協議会の事務局を、短大校内に置く。 

２  事務局には、事務局長及び書記若干名を置く。 

 

（運営上の事項） 

第１９条  この規約に定めるもののほか、この協議会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。 

 

  附則  この規約は、昭和５４年４月１日から施行する。 

  附則  この規約は、昭和５６年４月１日から施行する。 

  附則  この規約は、昭和５８年４月１日から施行する。 

  附則  この規約は、昭和６１年４月１日から施行する。 

  附則  １  改正後の規約は、平成２年５月１６日から施行する。 

        ２  平成２年度に選任された役員の任期は、第８条第１項の規定にかかわらず１箇年とする。 

  附則  改正後の規約は、平成３年６月１１日から施行し、平成３年度の会費から適用する。 

  附則  この規約は、平成７年５月１７日から施行する。 

  附則  この規約は、平成８年４月１日から施行する。 

附則  この規約は、平成１９年４月１日から施行する。 

附則  改正後の規約は、平成２５年５月１７日から施行し、平成２５年度の会費から適用する。 

附則  改正後の規約は、令和６年５月１７日から施行し、令和６年度の会費から適用する。 

 


